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令和５年第８回田原市教育委員会定例会  

 
１ 開会 令和５年８月 18日 午後１時３０分 

 

２ 閉会 令和５年８月 18日 午後３時４０分 

 

３ 会議に出席した委員 

鈴木欽也教育長、太田孝雄教育長職務代理者、金田真也委員 

髙崎佐智江委員、田中早苗委員 

 

４ 会議に欠席した委員 

   

 

５ 会議に出席した職員 

教育部長               増田直道 

教育総務課長             大羽浩和 

学校教育課長             峠 尚良 

生涯学習課長             藤井 透 

スポーツ課長             鈴木雅也 

文化財課長              天野敏規 

図書館長               是住久美子 

教育総務課長補佐兼係長        木村真一 

 

 議事日程 

別紙のとおり 
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田原市教育委員会第８回定例会議事日程 

 

             日 時 令和５年８月１８日（金) 

      午後１時３０分 

場 所 南庁舎６階 ６００会議室 

       

１ 会議録署名者の指名 

 

２ 教育長報告事項 

 

３ 議 題 

(1) 令和４年度一般会計教育費決算について 

(2) 令和５年度一般会計教育費補正予算について 

(3) 市議会提出案件（童浦小学校屋内運動場改築工事請負契約）に対する意見について 

(4) 田原市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

(5) 文化財保護審議会委員の任命について 

  

 

４ 報告事項 

(1) 教育委員連絡報告事項 

(2) 教育委員会委員の任命について 

(3) 損害賠償の額の決定及び和解について  

(4) 小学校への寄附について 

 

 

５ その他 
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              開  会    午後１時30分 

教育長 本日は、ご多用のところご出席くださいましてありがとうございま

す。 

ただいまの出席者は、５名であります。定足数に達しておりますの

で、令和５年田原市教育委員会第８回定例会は成立いたしました。 

これより開会いたします。 

  
教育長 それでは、会議規則第13条第２項の規定により、会議録署名者の指

名をさせていただきます。今回の署名者として、太田委員と金田委員

のご両名を指名させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

  
教育長 それでは議題に先立ち、教育長報告を私からさせていただきます。 

いつもの教育委員会報告というところをご覧いただけたらと思いま

す。 

台風７号がお盆の日本列島を直撃しまして、最初は進路が全くこち

らへ向かっていたものですから、少し心配していたのですが、幸いな

ことに少し逸れてくれたおかげで、台風は来ましたが、大きな被害が

出ずに済んだのかなと思っております。 

台風に限らず、この頃本当に異常気象と言っていいような状況が続

いていて、大変暑い猛暑日も日本列島のあちらこちらでありますし、

それから豪雨による災害なども頻繁に起こっているということで、田

原市内でも大きな被害というのは今のところ出ていないと思うのです

が、市民や子どもたちの安全について考えさせられることが多い夏だ

ったということを感じております。 

心配なこと、安全に関することということで言いますと、夏休みに

入ってすぐに報道されたことで、子どもの事故が非常に気にかかりま

した。 

１つは、夏休みの第１日目に福岡県で起きました６年生女子児童３

人が川で遊んでいて溺死したという事件であります。 

それからもう１件は、これも夏休みの早いときでしたが、山形県で

ありました部活動帰りの中学１年生の女の子が熱中症で倒れて、死亡

してしまったという、非常に痛ましい事件が起きました。 

それぞれに学校でも、家庭でも注意はしていたと思いますし、いろ

いろな対策も取っていたはずなのですが、起きてはならないことが起

きしまったということで、非常に心を痛めるとともに、私たちも身近

な子どもたちにこういうことが絶対に起こらないようにと強く思った

次第であります。 

各学校でも、夏休み前からきちんとした指導を取ってくれておりま
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すし、それから、熱中症対策についても指数に応じた活動をやるとい

うことを徹底しているというように捉えておりますので、今のところ

市内では子どもたちのそのような事故等の報告はないですが、残り２

週間弱となりました夏休みを子どもたちが安全に過ごしてもらえたら

ということを強く感じております。コロナが明けて、初めての夏休み

ということで、本当は子どもたちも昨年以上にいろいろ楽しく充実し

た時間を過ごしてもらえるといいなと思っているのですが、安全面の

ことということが非常に気にかかった夏休みでございます。 

教育長メモで少しお話をさせていただきます。 

夏の全国大会の時期になっておりますので、本日この後、夕方ある

のですが、それも含めて４件の表敬訪問がございました。今回は、い

ずれも陸上競技の子たちで、小学生、中学生、高校生と全国大会出場

を決め、訪問してくれました。 

７月31日の桜ケ丘高校３年の久田君、それと本日訪問予定の東部中

学校の陸上部のそのうちの３人については、昨年度も含めて、それ以

前から訪問してくれたことがある子たちであります。継続して努力し

ていること、それから順調にその子たちが力を伸ばしているというこ

とがこの結果からも伺われて、大変喜ばしく思っております。 

それから８月17日の訪問で、田原中学校の３年生の原田君という男

の子ですが、この子は中学に入学したときからの目標が全国大会をと

にかく出場を目指してということで、一所懸命頑張ってきた子で、今

回この努力が実って全国大会に出場を果たすことができました。本人

に会ったときも、一所懸命頑張ってきた甲斐があったということで、

たくさんの人が応援してくれたという、そんなことも語っておりまし

た。大変、立派な言葉なので、私も本当にうれしく思ったところです

が、一所懸命とにかく頑張る姿というのが何よりも美しいということ

を、このような子たちと接するたびに感じている次第でございます。 

部活動の地域移行などで今、部活動そのものの在り方が検討されて

おりますし、それから大きな曲がり角にきております。どういった部

活動にしていくのか、体制や組織や様々なことがある中で、子どもた

ちには、これまでとは違う様々な選択肢やそれから柔軟な選択の仕方

を今後は取れるようにしていくために、今、様々なところで相談をか

けているところなのですが、こうした実際に実績を上げて上の大会を

目指して頑張っている子たち、こういった子たちもその中では必ずお

ります。それから、いろいろなニーズがある中で、このように本当に

ひたむきに一所懸命努力する子たち、その子たちがしっかりと取り組

めるような環境というのも今後の部活動の移行の中でもしっかりと考

えていくべきことであるということを改めて考えた次第でございま

す。 
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以上、私からの報告とさせていただきます。 

何かご質問ありましたら受けたいと思いますが、いかがでしょうか。 

ご質問もないようですので、教育長報告、報告事項を終わります。 

  

教育長 それでは、これより議題に入ります。 

初めに議案第14号「令和４年度一般会計教育費決算について」を議

題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

教育部長 それでは、議案第14号につきまして、私から説明をさせていただき

ます。 

議案第14号は、令和４年度一般会計教育費決算について、令和４年

度一般会計教育費決算について、別添によるものとするということで

ございます。 

令和５年８月19日提出、田原市教育委員会教育長名の提案でござい

ます。 

次のページをご覧ください。こちらの表でございますが、令和４年

度予算・決算集計表でございます。 

まず、上段の表でございますが、教育部の６つの課の状況でござい

まして、左から課名、最終予算額、令和４年度決算額、前年度決算額

となっております。各課の状況につきましては、後ほど各課長から報

告をさせていただきます。 

表の最下段の教育部の合計をご覧ください。教育部合計ということ

でございまして、最終予算額44億761万8,000円、令和４年度決算額28

億3,924万8,865円となっております。最終予算額と令和４年度決算額

に大きく差額が出ておりますが、これは小中学校のエアコン整備と福

江小学校の長寿命化工事など、大規模事業が令和５年度に継続するた

め、予算の令和５年度に繰越が発生したものによるものでございます。

これらの件につきましては、この後、各課の報告の中で改めて触れさ

せていただきます。 

次に、下の表、参考とする表でございますけれども、市全体の一般

会計に占める教育費予算の割合を出させていただいております。最終

予算額で見ますと、一般会計のうち13.6％、決算額で言いますと10.9％

となっております。 

なお、8月16日に市の監査委員から市全体の決算審査の公表が行われ

まして、その結果予算の執行はおおむね適正になされていると講評い

ただきましたが、これとは別に各課に対しまして、それぞれ意見をい

ただいておりますので、今後こうして意見をいただいた点も含めまし

て、教育委員会全体の予算執行に生かしてまいりたいと考えておりま

す。 

それでは、各課から報告をさせていただきますので、よろしくお願
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いいたします。 

教育長 では、順次お願いします。 

教育総務課長 それでは、１ページ目からお願いしたいと思います。 

課ごとにご説明いたしますので、資料のページを前後して説明する

ところもありますが、ご承知お願いしたいということと、また、ボリ

ュームが非常に多いものですから、新規事業や重点事業、特筆するよ

うな事業を中心に説明させていただきますのでよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、教育総務課からお願いいたします。 

まず、２ページ目をお願いしたいと思います。２ページ目の上段、

教育委員会運営事務でございます。 

事業内容などは変わっておりません。ただし、最終予算420万円余に

対して、決算が298万円余という額になっております。100万円ほど違

いがございます。こちらにつきましては、昨年度、姉妹都市であるプ

リンストン市との交流行事を予定しておりまして、教育長が行く予定

でありましたが、ご承知のとおりコロナで中止になりましたので、そ

の分の残額ということで100万円ほど決算額との開きがございます。 

続いて、３ページ目をご覧いただきたいと思います。上段、義務教

育振興事業でございます。こちらを若干詳しく説明させていただきま

す。 

こちらの中で、最終予算額については3,603万4,000円、決算につき

ましては、3,567万1,000円ほどになっております。事業内容で、１行

目から見ていただきますと、ここで学校プールの集約化の業務を行っ

ております。実証という形で、令和４年度も民間プール、あるいは学

校のプール、これは若戸小学校でありますが、こちらを使ってインス

トラクターを入れて実証を行っております。モデル実証校として、田

原のコパンのプールで２校、こちらは東部小学校と泉小学校で、全て

の水泳授業をここで行っております。また、スポット実施校というこ

とで、童浦小学校が１校スポット的に昨年度実施しております。また、

合同実施校ということで、先ほどお話ししたとおり、若戸小学校のプ

ールで若戸小学校と伊良湖岬小学校がインストラクターを入れて合同

で授業を行っております。 

後日また、状況につきましては、お話をさせていただきますけど、

おおむね良好に実証は進んでおります。 

続いて３ページの下の部活動奨励事業でございます。こちらにつき

ましては、内容及び決算額についても前年度並みということで説明を

省略いたします。 

続きまして、６ページをお願いいたします。６ページ下段、高等学

校等生徒支援事業、こちらにつきましても、前年度とほぼ変わらない

決算になっております。内容的にも変わったものはございません。 
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続きまして、隣の７ページをご覧ください。小学校管理運営事業（繰

越）でございます。こちらにつきましては、先ほど部長からありまし

たとおり、最終予算額決算額約１億円違っております。なぜかといい

ますと、主な事業内容の黒ポツの一番下の点と、その下から２段目の

黒ポツの点に記載のとおり、福江小学校の教室の長寿命化の改修工事

と、仮設校舎の賃貸借料を合わせて令和５年度の事業に繰り越してい

る関係で、予算と決算が１億円ぐらい違ってきているという状況でご

ざいます。 

次に、その下の小学校管理運営事業でございます。最終予算額につ

いては、12億2,781万5,000円、決算につきましては２億2,921万8,000

円余という形になっております。 

最初に主な事業の内容ですけど、黒ポツの一番上、清田小学校の屋

内運動場の長寿命化の改修工事の設計を実施しております。 

また、神戸小学校に多目的トイレなどバリアフリー化の工事と、ま

た、エレベーターの改修等を行っております。 

また、一番下の黒ポツとその上の黒ポツとして、小学校特別教室空

調設備整備工事の関係で、設計費が7,000万円、工事費が約９億円、２

つ合わせて約10億円になります。こちらにつきましては令和５年度に

繰越して実施するようになっております。 

続きまして、１枚はねていただきまして８ページ目でございます。 

小学校情報教育整備事業、こちらにつきましてはインターネット環

境や、インフラ系などの業務でございまして、こちらについては昨年

度と同様の決算であります。 

隣のページ、９ページ、小学校管理運営事業学校配当予算でござい

ます。 

こちらにつきましても、前年度と同様の決算額となっております。 

１枚はねていただきまして、10ページ目でございます。 

下段、小学校教育扶助事業、併せて11ページ目上段、小学校特別支

援教育就学支援事業でございます。 

家庭的に恵まれない方、あるいは障害のお子さんをお持ちの方など

に関する支援でございます。決算額について、若干ではありますけど、

前年度より減少している状況ですけど、これ対象人員が減ったという

ことでご理解をいただきたいと思います。 

続きまして、12ページ目をお願いいたします。 

上段、童浦小学校整備事業でございます。決算額につきましては、

ほぼ予算と変わらず2,380万円余になっております。昨年度、令和４年

度から童浦小学校の体育館の改築、新しく建て替えるという工事と、

２棟ある教室棟の長寿命化改修を行っております。工期は令和８年度

までかかる見込みになっております。 

12ページ目の下、中学校管理運営事業です。ここから中学校に入り
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ます。 

主な事業内容として、こちら修繕工事などでございますが、黒ポツ

の最初の点、令和４年度につきましては、赤羽根中学校の校舎の屋上

のパラペット笠木の設置工事を行っています。 

また、下の２つの黒ポツ、特別教室の空調工事関係で設計費が2,300

万円ほど、工事費が３億3,000万円ほど、合わせて５億円弱ぐらいの金

額を令和５年度に繰り越している状況でございます。 

右へ移っていただきまして13ページ、中学校情報教育整備事業です。

こちらにつきましては先ほど、小学校報教育整備事業でお伝えしたと

おりでございますが、中学校のインフラあるいは、パソコンにかかる

経費でございます。一昨年とほぼ変わっていません。 

下段の中学校管理運営事業、こちらにつきましては中学校への配当

予算でございます。決算額につきましては、前年度とあまり大きな変

化はございません。 

１枚はねていただきまして14ページ目、下段、中学校教育扶助事業

と15ページ目、中学校特別支援教育就学支援事業でございます。 

こちらにつきましても、内容的には先ほどの小学校の事業と同様で

ございます。金額的にも一昨年と大きな変化はございません。 

最後に、一番最後のページを見ていただいて、最後から２枚目です

ねすみません。36ページ下段、給食センター運営事業でございます。

こちらにつきましては、給食センターの運営をＰＦＩに委託しており

ますので、それらにかかる経費でございます。４億7,000万円ほどの決

算となっております。 

37ページ、右側にこちらにつきましては給食センター給食物資購入

事業でございます。決算額につきましては、一昨年と若干増えている

状況になっております。こちらにつきましては、コロナ禍による物価

高等々の状況で、若干経費が延びている状況です。 

１点だけ、昨年度、主な事業内容の最初の黒ポツです。物価高騰に

対する給食の安定供給を目的として、昨年度は１食当たりの材料費を

９月から12月については、園児11円、小学生15円等、１月から３月に

つきましては、園児20円、小学生が20円と中学生は40円賄い材料費を

上げて支出しております。この増加分については、市が負担しており、

ここの会計だけで市で約1,500万円の負担になるかと思います。 

こちらには出てこないですけど、市立保育園の部分が約1,500万円市

が負担しております。 

決算額で給食費全体では２億7,000万円ほどありますけど、これ以外

に市立保育園の賄い材料費約7,000万円ぐらいございますので、給食に

かかる経費は、保育園、小学校、中学校を足すと、大体３億5,000万円

ぐらいかかっているというようなことで、ご理解をいただきたいと思

います。 
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以上すみません、長くなってしまいましたけど教育総務課について

のご説明とさせていただきます。 

教育長 続いて、全部説明していただいて、それから質問をするという形で

行きたいと思います。お願いします。 

学校教育課長 続いて、学校教育課です。よろしくお願いします。主なものだけ述

べさせていただきます。 

まず、４ページの上段、学校教育推進事業をご覧ください。 

決算額で前年度から伸び率39.5％、約3,600万円の増額になっており

ます。これにつきましては、主な事業内容の４つ目のボチにあります

ように、学校用務員22名の配置を教育総務課から移管したことにより

約3,600万円の増となっております。そのほかにつきましては、前年度

と同様になっております。 

それから、４ページ下段の国際理解教育推進事業につきましては、

ＡＬＴ等の配置でございますが、前年度とほぼ変更はありません。 

それから、５ページの上段、教育サポートセンター事業をご覧くだ

さい。 

伸び率6.2％、約116万円の増額になっております。これにつきまし

ては、カウンセラー、臨床心理士１名、準臨床心理士１名であったと

ころを臨床心理士２名としたところによる増額、それから主な事業の

ところにありますように教育相談員や適応指導教室の運営員、それか

らカウンセラー、教育支援コーディネーター等が各学校を訪問して、

各学校の子ども、教員等を支援しているものですが、その際のガソリ

ン代の単価が129円から157円になったことによるものが主な理由とな

っております。 

それから６ページの上段の共育推進事業をご覧ください。 

伸び率がマイナス2.8％、99万円ほどの減額になっておりますが、こ

れにつきましては、２つ目のボチにあります学習指導員が前年度より

も人数が減ったということで、減額になっております。この人数につ

きましては、学校の必要性に応じて配置をしているものですから、学

習指導の希望者がなかった、配置する人がいなかったというわけでは

なく、学校に必要な人数を配置するということで前年度よりも人数が

減ったことによるものでございます。 

それから、11ページの下段をご覧ください。 

小学校教材購入事業でございます。前年度比12.8％増の約455万円の

増額になっております。これにつきまして主なものは、ＩＣＴ機器タ

ブレット等の修繕費で123万円ほど増額になっております。機械そのも

のが古くなって壊れたとかそういうことではなく、子どもたちが教室

以外の場所、運動場であるだとか、体育館等に持ち出して使う機会が

増えたものですから、そこで落下等による破損等が増えていったもの

で、理由等も確認しましたがやむを得ないものと考えております。保
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険を使って修理に対応しております。それから、修理している間そこ

子が使えなくなってしまうということにつきましては、児童生徒数の

減少で余剰のタブレットがあるものですから、それを代替えに使って

学習をするということで、修理の期間、子どもたちに支障がないよう

にしております。 

それから、授業環境の高度化機器というところで約279万円増額して

おりますが、これは子どもたちのタブレット端末の画面が小さいもの

ですから、それを大型モニター等に接続するためのケーブル、それか

ら実物投影機の購入、そして音声がテレビのスピーカーから出てくる

わけですが、それを大きくするためにこのような授業環境高度化の機

器を購入したことにより増額になっております。 

それから、15ページをご覧ください。下段の中学校教材購入事業で

ございます。 

伸び率でマイナス27.7％、約670万円の減額になっておりますが、こ

れは前年度の相違点は、主に教師用の教科書の購入の必要がなくなっ

たものであり、その分、前年度と比べて639万円ほど減額になっており

ます。 

また、デジタル教科書等もそれまでに購入してあり、この年度に購

入する必要がなくなったため、約102万の減額になっております。 

中学校につきましても、先ほど説明しました小学校同様、授業環境

高度化機器等の購入で62万ほど購入しておりますが、トータルとして

は670万円の減額となっております。 

以上です。 

生涯学習課長 それでは次に、生涯学習課でございます。 

生涯学習課は、生涯学習係とふるさと教育係、それから、施設管理

係の３つの係がございまして、多くの施設の管理を行っています。市

民館が六連をはじめとして21館、文化施設として、江比間の野外活動

センター、田原の文化会館、赤羽根・渥美の文化会館、それから運動

施設として、総合体育館、中央公園、緑が浜運動公園、白谷、滝頭、渥

美運動公園、一部指定管理のものもございますけれども、運動施設の

管理をしております。 

多くの事業がありまして、児童クラブを始め22事業がありますので、

なるべく分かりやすいように説明していきます。 

部長が最初に生涯学習全体の決算を説明しましたが、生涯学習課と

しては、令和４年度と３年度で２億7,000万円ぐらい違います。その理

由は、後で説明しますけれども、渥美文化会館整備事業で、渥美文化

会館の屋根を防水の工事を行ったことがございますし、その他に昨年

度はふるさと教育センター、市民館、田原文化会館、総合体育館、渥

美運動公園などの社会教育施設の感染防止対策として、トイレの洋式

化や手洗いの自動水栓化を行いました。７施設でトイレ洋式化を69基、
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手洗いの自動水栓化を38基行いまして、約3,700万円の工事費となって

おります。 

その他、先ほど多くの施設があると話ましたが、電気代が燃料高騰

のため増えています。大きな施設でエアコンを使用するとどうしても

電気代が増えるという現実でございまして、先ほど申し上げた増額の

要因となっているということでございます。 

それでは、簡単にそれぞれの事業でお話をさせていただきます。 

16ページをお願いします。 

一番上、児童クラブ運営事業でございます。保護者が昼間に家庭に

いない間の午後に小学生をみるというものでございまして、事業内容

について昨年度と大きな変更はありません。 

下に移っていただきまして、放課後子ども教育運営事業でございま

す。こちらも名称は変わりますけれども、児童クラブと同様に子ども

たちをみる教室でござまして、昨年度と大きな変更はありません。 

次のページへお願いします。17ページの上でございます。 

社会教育推進事業でござまして、こちらは社会教育審議会を開催し、

また、社会教育の振興のために社会教育団体、協議会などに補助を行

っている事業でございます。こちらも大きくは変わっておりません。 

下に移りまして、青少年の非行防止、若者の自立支援のため、協議

会を開催し、青少年健全育成会を推進する事業でございまして、こち

らも昨年と大きな内容は変わっておりません。 

次のページの18ページの上をお願いします。 

成人式運営事業ということで、成人式の名称を、昨年から二十歳の

集いに名称を変え、総合体育館と渥美文化会館の２会場で式典を開催

しました。内容的には名称が変わった程度でございます。 

続きまして19ページの上段をお願いします。生涯学習講座等開催事

業でございまして、講座等開催するという内容でございます。内容的

には、大きな変更はありません。 

下段をお願いします。ふるさと教育センター運営事業でございます。

ふるさと教育の充実ということで、資料の収集、教員、保健師の集会

の場を提供している事業でございまして、こちらが先ほど説明しまし

たが、トイレの洋式化改修工事を行っています。 

次のページお願いします。20ページの上段です。家庭教育推進事業

です。保育園とか小中学校で実施した講演会等の助成を行うものでご

ざいまして、こちらも内容的には昨年度から変更はありません。 

次にその下段の芸術文化振興事業でございます。こちらは文化教室

や文教まつりや地域住民のためのコンサートなどを開催する事業でご

ざいまして、内容的には昨年度から変更はありません。 

では、次のページへお願いします。21ページになります。 

市民館運営事業（繰越）それから、下段の市民館運営事業でござい
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ます。両方とも、市民館の運営事業でございます。昨年度よりの繰越

ということで、上段の東部市民館の建具の改修工事を行っております。

それから下段の方につきましては、エアコンの取替やトイレの洋式化

の工事を行っておりまして、昨年度よりも9,000万円ほど増えています

が、工事費の増額に伴うものでございます。 

続きまして、ページは飛びますが、23ページをお願いします。 

こちらから施設関係に移ってまいりまして、始めに田原文化広場運

営事業でございます。こちらは、田原文化会館を施設の維持管理をす

る事業でございまして、増額となった要因ですけれども、電気代、そ

れからトイレの改修工事により増額となったものであります。 

次のページをお願いします。 

赤羽根文化会館運営事業でございます。こちらも文化会館ですので、

電気料が増えているということでございます。事業内容に変更はあり

ません。 

次のページの25ページの上段をお願いします。 

渥美文化会館整備事業です。こちらが今までになかった事業でござ

いまして、伸び率が皆増となっている理由でございます。こちらは渥

美文化会館の屋根の長寿命化の工事ということで行った屋上防水改修

工事の金額でございます。 

続いて、28ページまで飛んでください。 

28ページの下段でございます。江比間野外活動センター運営事業で

ございまして、青年の家の管理運営ということで特に昨年から変更は

ございません。 

次のページを飛んで、32ページの下段をお願いします。 

総合体育館運営事業でございまして、こちらも施設の管理に関する

ことで増えているのは、トイレの洋式化工事により増えたということ

でございます。 

それから次のページの33ページをお願いします。 

渥美運動公園運営事業ということで、こちらも施設管理ですけれど

も、増えた要因はトイレの改修工事と電気代ということになります。 

それから、下段に移りまして中央公園スポーツ施設運営事業という

ことで、こちらも内容的には昨年と変わりありませんが、電気代が増

えています。 

それから次のページの34ページの上段をお願いします。 

緑が浜運動公園運営事業ということで、こちらの施設の管理で増え

た部分は、トイレ洋式化の工事による増額になります。 

下段が滝頭公園運営事業ということで、こちらの施設の管理で増え

ている理由でございますけれども、野球場の内野の整備とスコアボー

ドの修理の工事をしておりまして、工事費の増額分が1,200万円ほどと

いうことになります。 
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次のページの35ページをお願いします。 

上段でございまして、白谷海浜公園陸上競技場運営事業です。こち

らの増えた要因は、陸上競技場の走路の改修工事と高圧受電設備の修

繕工事で1,300万円ほどの増額によるものでございます。 

その下段の赤羽根文化広場運営事業でございます。こちらの施設の

管理で増えた要因は、電気代の増額とトイレの洋式化の工事による増

額でございます。 

次のページの上段、地域運動公園運営事業でございますが、それぞ

れの地域運動公園の施設管理ということで、昨年度から大きな変更は

ありません。 

以上でございます。 

教育長 続けてください。 

 

スポーツ課長 続きまして、スポーツ課です。よろしくお願いします。 

30ページをお願いします。 

３ページ上段、スポーツ振興事業、こちらはスポーツ推進委員、ス

ポーツ普及員等と連携し、地域のスポーツを推進した事業を実施いた

しました。コロナの様子を見ながらという形でしたが、イベントの実

施については、ほぼできたと思っております。 

また、前年の決算額と比べまして、30万円ほど増額しておりますが、

これは全国大会等大きな大会が開催されまして、また、田原市から全

国、そして中には世界、国際大会に出た選手もおり、そのような選手

が出ましたので、報償費が当初予定より約３割から４割ほど増えてい

る状況でございます。 

続きまして、下段のスポーツ団体支援事業をお願いいたします。こ

ちらは、スポーツ協会、スポーツ少年団等の団体が行っているスポー

ツ推進、ジュニアのスポーツ向上の事業を補助するものとなっており

ます。昨年度は、やはりスポーツ振興事業と同じように、大会がおお

むね開催されまして、昨年度に比べて200万円ほど事業費が増額してい

る状況でございます。 

続きまして、31ページの上段をお願いいたします。学校施設開放事

業ですが、こちらは学校の体育館屋内外競技場等を一般市民等に開放

して、スポーツの活動を推進する事業となっております。前年度と比

べて20万円ほど上がっておりますが、こちらのほう電気料等の費用が

増加したものとなっております。 

同じく31ページの下段、スポーツ大会開催事業、こちらはバスケッ

トボール教室、中学生バレーボール教室等一昨年、令和３年度コロナ

のために中止になってしまったものが昨年度は全て開催されまして、

昨年度は令和３年度より約倍、88.9％の伸び率の額となっております。

事業は、コロナの対策をしながら実施できた状況でございます。 
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続きまして、32ページの上段をお願いします。 

スポーツ大会支援事業、こちらも伸び率が269.7％と非常に大きな伸

び率になっていますが、こちら伊良湖トライアスロンがコロナのため

中止されておりました伊良湖トライアスロン等を令和４年度は実施

し、にぎやかな大会にすることができました。 

また、いろいろな大会が令和５年度も引き続き実施している状況で

すので、よろしくお願いいたします。 

以上となります。 

文化財課長 それでは続きまして、文化財課になります。 

25ページまで戻っていただいて、文化財課は６事業になりますので、

よろしくお願いします。 

まず、25ページの下段、埋蔵文化財調査事業でございます。 

決算額が885万円ほどありまして、伸び率が7.7％ですが、こちらの

事業内容はほとんど変わっておりません。引き続き、国庫補助事業を

活用して、伊川津貝塚、吉胡貝塚等の資料整理、それから他の考古資

料の整理を行っているものでございます。 

次の26ページの上段、文化財保護事業です。 

こちらは決算額338万4,000円ほどありまして、伸び率が49.3％の減

ということになっております。これにつきましては、令和３年度に渥

美窯の保存活用計画策定の委託を300万円ほどで行っておりまして、そ

の事業が完了したということで、これだけの減ということになってお

ります。事業の内容等は、ほぼ史跡、市内にあります文化財の維持管

理を行う事業でありますので、ほぼ内容は変わっておりません。 

続いて、26ページ下段の吉胡貝塚公園運営事業になります。決算額

985万9,000円ほどに対しまして伸び率が17.4％となります。こちらも

ほぼ、事業内容と変わっていません。電気料の高騰などの要因で伸び

ているものであります。 

事業費の内訳、備品購入費のところを見ていただきますと、大型草

刈り機の１台、それから、ＬＥＤのスポットライトの３器、こちらに

つきましては、前に教育委員会で寄附の報告をさせていただきました

が、坂文種報徳会というところから100万円の助成金をいただいて購入

をしたものになります。 

続いて、27ページの上段をご覧ください。 

博物館運営事業になります。決算が6,175万円ほどありまして、伸び

率が39.3％となります。こちらは、博物館の工事請負費を見ていただ

きますと、1,700万円ほどとなっていますが、博物館の工事として令和

４年度に空調設備改修工事それから、照明のＬＥＤ化工事、それから

無線ＬＡＮのアクセスポイントの設置工事を行った関係で増えている

という状況になります。 

続いて、次のページの28ページ上段です。 
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池ノ原会館運営事業になります。こちらは、ほぼ前年と同様であり

まして、崋山会の指定管理によって行っているものになります。 

最後に、29ページ下段の崋山会館運営事業になります。決算額が

3,547万円ほど、伸び率が48.7％になりますが、こちらも工事請負費の

事業費内訳の工事請負費のところを見ていただきますと1,124万6,400

円と、非常に大きな工事を令和４年度は、崋山会館でも実施しました。

その内訳といたしましては、主なものですが音響設備の改修工事、そ

れから大型ガラス窓の破損の張替工事、それから先ほどの生涯学習課

でもありましたが、トイレの洋式化と、手洗いの自動水栓化の改修工

事を行ったものになりますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

図書館長 では最後、図書館となります。 

22ページをご覧ください。図書館運営事業になります。 

令和４年度の決算額は、１億1,982万8,155円ということで、その前

年度の決算額と比較しまして、3,380万円ほど増額となっています。増

額になった理由は主に４点ございまして、事業費内訳というところに

も書いてあるのですけれども、一番大きいのが中央図書館の空調設備

改修工事の設計委託業務を行ったということです。次が、図書館もや

はり光熱費の高騰がありまして、そちらの増額が含まれているという

こと。それから図書館のトイレの洋式化工事を行いました。また、子

ども向けのプログラミング教室の実施ですとか、プログラミング体験

コーナーの整備をした関係で増額となっております。 

そのほかの主な事業としましては、黒ポツの２つ目の中央図書館開

館20周年、赤羽根図書館開館30周年の記念事業を幾つか実施させてい

ただきました。 

続きまして、23ページ、次のページをご覧ください。 

上段の図書館資料収集事業になります。こちらは図書館の資料の収

集整理を行う事業になっておりまして、令和４年度の決算額は2,490万

9,000円程度になっていまして、前年と比較としまして、約270万円程

度増額になっているのですけれども、こちらはなかなか買い替えがで

きていなかった辞書や辞典類、参考図書類の購入のために工事関係の

予算から流用させていただいて購入したものが囲まれているというこ

とになります。 

また、図書館では、多様なニーズにお答えするために雑誌スポンサ

ー制度を導入しておりまして、こちらは令和４年度は５つの事業者様

から合計30誌の雑誌についてスポンサーになっていただきまして、初

めて分館である渥美図書館、赤羽根図書館の雑誌にもスポンサーがつ

いていただくことになりました。 

図書館の説明は以上となります。 

教育長 事務局の説明が終わりました。 
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膨大な内容で、一遍に説明があったものですからなかなか見切れな

かった部分があるかと思いますけど、どんな点でも結構ですので、何

かご質問等ございましたら出していただけたらと思います。 

田中委員。 

田中委員 給食センターについてですけど、37ページです。 

職員等の値段に差があるのはどうしてですか。 

180円から200円とか、230円から250円というのは、例えば男女の職

員で金額が違うのか、 

教育総務課長 職員に対する給食費の徴収金額は、小学校ならば小学生料金、中学

校に勤務されている先生方は中学校料金という形で徴集しておりま

す。 

田中委員 ８月までは230円で９月から250円ということですか。 

教育総務課長 保護者が払う負担と、１食当たりいくらで作るかというものがござ

いまして、いくらで作るかというのは、物価が高騰したものですから、

保育園の場合が１月からの金額で見ますと、給食費180円のものが実際

は200円かかっています。小学校が230円のものが250円かかっていま

す。中学校が260円のものが300円かかっています。そこの差額が園児

の場合は20円、小学生の場合も20円、中学生の場合は40円あるのです

けど、その差額分を市で負担して親御さんからは従来の給食費と変わ

らない金額で徴集をしています。 

ただし、それぞれ保育園に努められている保育士さんを含む関係者、

小学校あるいは中学校に努められている先生ほかの関係者につきまし

ては、かかった費用が上がった分はそのまま上がった分で徴集をさせ

ていただいているという状況になっています。 

表記が何々から何々という書き方で分かりづらくて申し訳ありませ

ん。例えば表の中の小学校の欄で見ますと、１食当たりの給食費は児

童は230円のままですが、職員等については、８月までは230円、１月

から12月が245円、１月以降が250円でした。このことについて、230円

から250円という書き方がしてあります。 

田中委員 月で違うということですね。 

ありがとうございます。 

教育長 昨年のスタート時点では、180円とか230円でしたが、その金額を記

載してあるということですね。 

教育総務課長 はい、そうです。 

教育長 その他いかがでしょうか。 

金田委員 35ページの白谷海浜陸上競技場についてですけど、陸上競技場の走

路改修工事をすることによって、子どもたちの大会で行われた記録と

いうのが公式記録になるのでしょうか。 

スポーツ課長 表記的なものでよろしいでしょうか。 

今、白谷の陸上競技場は公認グラウンドとして登録４種ではござい
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ませんので、みなし公認といって、公認記録にはなりません。今回の

改修工事は、100メートルスタート地点に空いている穴とかが競技自体

に支障がきたすので部分的改修という形で、この令和４年度は実施し

ておりますので、スタートがきちんととできるように、穴に引っかか

らないように平等にタータンを敷き直して、大会ができるようにする

ものです。記録としては、掲示はしっかり電子掲示にされますが、公

認競技場ではありませんので未公認になります。 

教育長 市内でやる子どもたちの大会の記録であったりとか、そういうもの

は記録としてずっと残っていくのですが、公認記録というのはどうい

うものですか。 

スポーツ課長 公認記録は、競技場登録されていた日本陸連企画の登録競技場のみ

が全国大会につなぐための公認記録になりますので、市の大会記録と

しては残るのですけど、今教育長が言われたように、あくまで市の中

のという話になります。 

金田委員 ちなみになぜ公認記録にならない、競技場が立派なのにならないの

でしょうかね。 

スポーツ課長 公認登録料を払って、さらに観客席や多くの器材がそろっていて初

めて取れるもので、今は昔と違ってライト４種とか、いろいろな公認

を取れるのですが、現状、器材もグラウンドの状況では全て含めて公

認申請ができない、公認をもらえない状況が今の状況であると考えて

おります。 

金田委員 ありがとうございます。 

田中委員 何年か前に、風が強いときに子どもたちがお弁当を食べるときにタ

ータンの素材がお弁当箱に入ってしまって、とてもブルーになったと

言っていたので喜ぶと思います。 

ありがとうございます。 

太田委員 直接会計とは関係ありませんけれども、16ページの児童クラブ放課

後子ども教室のところで、亀山校区は開設されていないと思うのです

が、これについては地域、保護者の要望がないからということなのか、

あるいは要望がある方については、他のところに行っているのか、そ

の辺りはどうなのでしょうか。 

生涯学習課長 亀山小学校の該当する子どもたちが希望する想定で予算上は取って

あったのですけれども、亀山自体はそこでは開けずに、希望するので

あれば中山まで送りますということでありましたが、最終的には亀山

の小学校の子たちは児童クラブに通わないという結論でございまし

た。希望があれば取ってあったのですけれども、亀山は人数が少ない

ので、中山に行きますということでございます。 

教育長 中山に行っている子もいないということでよろしかったですね。 

生涯学習課長 そうです。亀山からは、行っていないです。 

太田委員 分かりました。 
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開設すれば、あればいくのか、遠いところなのでやめておこうと思

っているのか、その辺りは分かりませんけれども、こういう地域性と

いうか、郷土性とかそういうところを考えると、亀山だけないという

のは、亀山校区の方々とっては少しハンディかなというように感じた

ものですから質問いたしました。 

生涯学習課長 希望を取ったらなかったということですね。 

教育長 開設するのに人数が何人以上みたいなのがありましたか。 

生涯学習課長 そういうものはあります。 

教育長 そこに一応満たないということと、開設できないけど中山へという

希望があればお連れしますよという、それも希望がなかったというこ

とでしたね。 

生涯学習課長 はい。 

髙崎委員 私、個人的に滝頭公園を散歩するのが好きで、よく散歩しているの

ですけど、昨日やはり野球場で得点版が変わったなとか、グラウンド

がきれいになったなということを拝見しておりまして、昨日は４つの

高校の高校生がいらっしゃっていました。前回は、豊橋球場がいっぱ

いということで、また試合をされていたわけですけど、最近、つくづ

く感じますのが、一市民として、本当に市役所の方が皆さん頑張って

くださって、適切な予算でやっていらっしゃると思うのですが、野球

場一つとっても1,200万円という、一市民が考えると莫大な予算がかか

っているなと感じております。この莫大な予算をかけて、皆さんが市

外からもいらっしゃって、いい環境で田原市はやっぱりいいねという

ことを感じていただければありがたいと思うのですが、かけた分だけ

市として予算を回収するというか、費用対効果を生んでいくというよ

うなことは今の段階ではあまり考えていらっしゃらないですかね。住

みやすいまちづくりのほうへ焦点を当ててらっしゃるという認識でよ

ろしいですか。 

生涯学習課長 費用対効果という言葉なので、それなりにかけた分だけお客様が来

ているかみたいなことですよね。 

髙崎委員 そうですね、私個人の見解で、これが正しいかどうか分かりません

けれども、そこで収益を生んでいけるようになると市の予算になって

いくんだろうなということを一市民としてすごく税金がかかって立派

だなと思うのですけれども、たまたま先日も企画課主催の会議に出さ

せていただいて、多くの予算がかかっているものですから、それをす

ごく最近考えるようになってきましたので、本当に施設としてはいい

なと思うのですけど、実際問題歩いていますと空いている日も多いで

すよね。遊ばせてしまっている日が多いというか。 

生涯学習課長 利用者が少ないということですね。 

髙崎委員 例えば、散歩をしていると本当に皆さんそのために木を刈ったり、

職員さんもいらっしゃるし、すごくそこにも経費がかかっているのだ



-19- 

ろうなと思いながらウオーキングしているんですけれど、もっといい

方法があればいいなと個人的に思いながらおりました。 

生涯学習課長 使用料、手数料という部分になるかとは思うのですけれども、元々

維持管理に係るコストを算出してありまして、ただ、急に上げること

もなかなか難しいものですから、手数料、使用料の部分については、

折をみて見直しをして、それに見合った金額をもらうようにしましょ

うみたいなことは検討していますが、少しずつ見合った金額までもら

いましょうとは言いませんが、例えば半分までもらうようにしていき

ましょうというのは、市としては見直しを続けているところでござい

ます。 

髙崎委員 ありがとうございます。 

田中委員 すみません、26ページの文化財保護事業についてですけど、負担金

の東大寺サミット負担金、東三河ジオパーク負担金、これは毎年負担

するものですか。 

文化財課長 東大寺サミットの負担金につきましては、隔年で２年に１回開催を

しているものです。東三河ジオパークの負担金につきましては、毎年

ですが、令和４年度をもって組織の見直しがありましたので、東三河

ジオパークという名称でジオパークを目指すという方針で、東三河の

市町村が協力してやってきたのですが、ジオパークを目指さずに自然

にあるジオを生かして、協力してやっていきましょうという方針にな

りましたので、負担金としては今年度から少し額が減っております。 

ちなみに、東大寺サミットの負担金は２年に１回で15万円の負担金

になります。 

田中委員 具体的にどういったことをするのでしょうか。 

文化財課長 奈良の東大寺にゆかりのある市町村が14ありまして、その中の市町

村が希望すればそちらで開催をする。希望がない場合は、奈良市、本

家東大寺がある奈良市で２年に１回開催するのですが、令和４年度に

つきましては、山口県の山口市で開催したものであります。 

私ども田原市は伊良湖東大寺瓦窯跡などゆかりがありますので、参

加をさせていただいていることになります。東大寺サミットも、渥美

町の時代ですけれども開催したことがございます。 

田中委員 したのですね。 

今後、するつもりはありますか。 

文化財課長 今のところは、予定はありません。 

何か特別に、何年記念とか、今年みたいに市制20周年とか、そのよ

うなものがあれば、そこのタイミングに合わせていくのは考えてもい

いのかもしれませんが、今のところは予定はございません。 

田中委員 ありがとうございます。 

教育長 そのほかよろしかったでしょうか。 

そのほかのご質問もないようですので、お諮りいたします。 
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議案第14号「令和４年度一般会計教育費決算について」原案どおり

可決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

教育長 では、ご異議なしということで議案第14号につきましては、原案ど

おり可決いたしました。 

次に、議案第15号「令和５年度一般会計教育費補正予算について」

を議題といたします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

教育総務課長 それでは、議案第15号でございます。 

令和５年度一般会計教育費補正予算について、令和５年度一般会計

教育費補正予算については、別添によるものとする。 

令和５年８月18日提出教育長名でございます。 

今回、９月の補正予算の案件でございます。９事業、歳出にしまし

て４億3,800万円ほどございます。 

１枚はねてください。 

要求書という形で資料を付けてございます。最初から９事業ござい

ますので、それぞれ順次説明させていただきます。 

最初に、１ページ目、上の四角の欄を左からずっと見ていきますと、

項目で事業３というところがあるかと思います。こちらに教育振興基

金積立事務という事業名が記載してございます。その下の四角の欄、

こちらの中で補正前額、次に補正額とあるかと思います。その右にず

っと見てもらいますと、今回の場合は合計で１億1,100万円という金額

が記載されているかと思います。このあとの説明につきましても先ほ

どのように、事業名の後に補正額についてご説明しまして、その次に

内容に移りたいと思いますのでお願いいたします。教育振興基金積立

事務で補正額については１億1,100万円でございます。 

１枚はねていただきまして、２ページ目をご覧ください。 

今回、寄附が３件ございました。その３件について積立てを行う事

務でございます。 

１点目でございます。市内の匿名の方より、スポーツ環境の充実の

ためということで100万円の寄附がございました。 

続いて２番目です。故森下晴世さんから寄附がございました。金額

につきましては、記載のとおり1,000万円、目的につきましては、田原

市におけるクラッシックを中心とした音楽の振興及び学校教育のため

ということでございます。 

最後に３番目です。故山本一郎さんの関係の寄附でございます。寄

附金額は１億円、寄附の目的は、福江小学校の児童に役立てるためと

いうことで、山本さんについて説明しますと、福江町出身の方で、東

京で歯科医院をされていたということでございます。昨年お亡くなり

になられて、その遺言の中で母校である福江小学校の児童のために寄
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附してくださいということでございましたので、今回の１億円の寄附

をいただいたものでございます。 

続きまして、４ページ目をお願いいたします。 

事業名としては、小学校管理運営事業でございます。補正額につき

ましては、１億7,220万7,000円になります。５ページ目をご覧くださ

い。補正の内容でございます。黒四角で小学校管理運営事業というこ

とで、その３行ぐらい飛ばしまして、黒ポツがございます。 

１点目として、旧伊良湖岬小学校アスベスト含有検査業務ですが、

旧伊良湖岬小学校の校舎について解体を進めたいと思っています。そ

のため、アスベストの調査が363万円程度、また、解体工事のための設

計が988万9,000円、こちらを予算計上したいと思います。 

続いて黒ポツの２点目でございます。 

小学校特別教室空調設備設置工事ということで、補正額が１億5,868

万8,000円でございます。先ほどの決算のときにもご説明しましたけ

ど、現在、小中学校の特別教室の空調の改修工事を行っております。

しかし、物価高による労務単価の引き上げであったり、諸経費額の改

定等がございまして、当初予定していた金額では不足が生じたため、

１億6,000万円ほどを補正するという内容でございます。 

続きまして、７ページ目をご覧ください。 

事業名につきましては、田原中部小学校管理運営事業でございます。

補正額につきましては50万5,000円になります。内容につきましては、

８ページ目をご覧ください。 

先ほどの寄附とは別に、中部小学校に藤城征夫様から50万円のご寄

附がございました。有効に活用させていただくためで、中部小学校で

備品購入として、大型ディスプレイ等を購入するものでございます。 

続きまして、10ページをお願いいたします。 

事業名としては、中学校管理運営事業でございます。補正額につき

ましては599万5,000円でございます。内容でございます。11ページを

ご覧ください。 

黒ポツをご覧ください。田原中学校地盤調査解析業務ですが、金額

が599万5,000円ということで、田原中学校で発見されたのプール棟あ

るいは、体育館周辺、こちらの地盤沈下が若干見えるというふうなこ

とで、ボーリング調査を実施して、状況を確認したいと思っておりま

す。その費用が約600万円弱ほどを要求する次第でございます。 

次に、13ページにつきましては、県の補助金が30万円程度ございま

すということと、14ページにつきましては、先程ご説明した中部小学

校への50万円の寄附と福江小学校への寄附が１億円ございまして、歳

入として記載させていただいております。 

教育総務課分については以上でございます。 

生涯学習課長 続きまして、生涯学習課でございます。 
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15ページ、市民館運営事業でございます。 

補正額については4,934万7,000円の工事請負費ということで、その

内容についてご説明しますので16ページの事業概要をご覧ください。 

３つありまして１つ目、１－１と書いてあるとおり、衣笠市民館の

空調の改修工事でございます。衣笠市民館の空調は、平成15年に建て

て以来更新をしておらず、最近は不調なことが続いていまして、その

たびに修繕をしてきましたが、既に耐用年数が過ぎており、修繕する

にも部品がないという現状でありまして、部分的な修繕はもうできな

いということです。何かあったときのために、壊れることが予想され

ても直せないので、至急工事を行うものでございまして、費用は、工

事費が1,489万8,000円で、令和５年度から６年度に繰り越し、継続の

事業で実施します。工期は、来年１月から始まって、５か月間を予定

しています。 

次に、その下にあります１－２ということで、田原中部市民館の高

圧受電設備の改修工事でございます。中部市民館にあります高圧受電

設備も経年劣化によりまして、キュービクルの中にさびが出ている状

態で、改修を要するという指摘を受けております。市民館では多くの

電気機器を使っており、一時的でも停電ということは避けたく、また、

機器の劣化により部品を替えることもできるのですけれども、設備を

新品に替えた方が経済的にも有利であるという提案もありまして、安

全に市民館の電気を使用するため、早急に工事をしたいというもので

ございます。 

費用については、工事費は1,706万9,000円、こちらも令和５年、６

年にかけて実施します。工期は、10か月ということで、１月から10月

を予定しております。 

続きまして１－３，中山市民館の雨漏り修繕工事でございます。中

山市民館において、２階の集会所の１階との接続部分の下で雨漏りが

ありました。過去にも２度雨漏りの原因と思われる箇所ついて工事を

行い、直してまいりましたけれども、今年の６月の大雨でまた雨漏り

があり、改めて現場調査をしたところ、外壁の割れ目から漏れている

と推測をされるものですから、その箇所について再度修繕工事をして

直すものでございまして、費用につきましては、1,738万円、こちらも

令和５年度から６年度にかけて実施するものでございます。工事につ

きましては、６か月ということで１月から６月を予定しております。 

続きまして、18ページをお願いします。 

田原文化広場運営事業ということで、電話設備の改修工事費として

786万5,000円の補正をお願いするものでございまして、その内容につ

きましては、19ページをお願いいたします。 

田原文化広場の電話設備としては、文化会館だけでなく図書館側で

も使用しておりますが、電話設備が20年も経っていまして、先ほどの
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衣笠市民館のように交換する部品がないということもありますし、現

在、雨の日に声が聞こえづらくなる、聞こえないということが起きて

いる状況もありますので、このままでは市民サービスに支障をきたす

ということで電話交換機等の改修を行うものでございます。金額的に

は、先ほど申し上げました786万5,000円、工期は３か月程度というこ

とで、今年の12月から来年の２月までにかけて改修工事をするという

ものでございます 

続きまして、渥美運動公園運営事業ということで、21ページをお願

いします。 

こちらも工事の関係で補正をお願いするものでございます。補正額

は3,695万5,000円、その内訳については22ページをお願いします。渥

美運動公園のアリーナの武道場ですが、現在、こちらも雨漏りしてお

りまして、応急措置で何とか止めているのですけれども、抜本的に改

修しないと直らないものですので、それを行います。内容は、体育館

の屋根に防水工法を行うものでございます。工事の金額が3,696万

5,000円で工期が６か月ぐらいかかるということで、２月から７月を予

定しております。 

最後に、歳入について説明します。24ページをお願いします。 

歳入につきまして、寄附が森下さんと匿名の方で1,100万円あるとい

うことでございます。 

以上です。 

文化財課長 続きまして文化財課の博物館運営事業になります。25ページをご覧

ください。 

工事請負費で補正の要求額といたしまして2,671万円ございます。次

のページ、26ページをご覧ください。 

内容ですが、工事の概要と書いてあるところをご覧ください。大き

く２つ工事があります。まず１点目の工事ですが、空調設備改修工事

で、金額が330万円ほどになります。内容としては、常設展示室の圧縮

機取替え、収蔵庫３の加湿器更新、それから収蔵庫１の電動三方弁の

取替えなどになります。これらは既に不具合が生じていたり、壊れて

いる機械の取替えを行う工事になりますので、今回の補正予算によっ

て直していくものでございます。 

２点目の照明のＬＥＤ化工事2,341万円になりますが、常設展示室、

特別展示室、研修室、企画展示室１と２という企画展を行うような部

屋は、昨年までにＬＥＤ化工事を終了しておりますので、今回対象と

なる部屋は、博物館の展示に関わる部屋で、こちらの部屋は実は特殊

な蛍光灯を使っております。美術、博物館用の蛍光灯を使っておりま

して、展示物を傷めないような蛍光灯ですが、この製品についてメー

カーが生産を中止してしまいました。今まで市内の業者さんに何とか

納品をいただいていたのですが、もう全然納品ができないというよう
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な状態になりましたので、今、博物館で持っている在庫が切れてしま

うと展示に支障をきたすということがありますので、急遽９月の補正

予算で今回の工事を行いまして、できるだけ早く展示ができるような

環境に今後もしていくというところでございます。 

文化財課からは以上です。 

図書館長 続きまして、図書館です。資料29ページをご覧ください。 

事業名は、図書館運営事業となりまして、補正額は2,768万7,000円

となります。次の29ページをご覧ください。主な内容というところを

ご欄ください。渥美図書館の照明器具の取替（ＬＥＤ化）工事となり

ます。 

理由といたしましては、2030年までにＬＥＤ化に移行していこうと

いう取組があるのですけれども、速やかにそれを行っていくというこ

ととなります。工期としては５か月を予定しています。 

以上です。 

教育長 事務局の説明が終わりました。 

ご質問等はございますでしょうか。 

ご質問等もないようですので、お諮りいたします。 

議案第15号「令和５年度一般会計教育費補正予算について」原案ど

おり可決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

教育長 では、ご異議なしということで、議案第15号につきましては、原案

どおり可決いたしました。 

次に、議案第16号「市議会提出案件（童浦小学校屋内運動場改築工

事請負契約）に対する意見について」を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

教育総務課長 議案第16号、市議会提出案件（童浦小学校屋内運動場改築工事請負

契約）に対する意見について、堂浦小学校屋内運動場改築工事につい

て、下記のとおり請負契約を締結するため、田原市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または、処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めることについて意見を求めます。 

令和５年８月18日提出、教育長名でございます。 

記としまして１、契約の目的でございます。堂浦小学校屋内運動場

改築工事です。 

２、契約の方法、一般競争入札。 

３、契約金額３億7,290万円。 

４、契約の相手方、田原市田原町晩田63番地１ 株式会社菰田建設

でございます。 

１枚はねていただきまして、入札結果の表がついております。工事

名、入札年月日、入札回数等は以下のとおりでございます。 

一番下の欄の工事の概要を見ていただきたいと思います。体育館、
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こちらにつきましては、鉄骨造りの２階建て、面積は1,273.6平方メー

トルを予定しております。工事としては、これに伴う建築新営工事一

式、これに伴う外構付帯改修工事一式でございます。工期につきまし

ては、これで契約を結び、議決後契約を結びまして、来年の８月９日、

夏休み期間こちらまでを工期の予定をしております。 

別に地図をつけさせていただいております。左上に赤く濃い赤にな

っている印があるかと思いますが、これが今ある体育館でございます。

この体育館を右下、緑色に塗られているところがあり、今もう撤去し

ましたけど、ここにプールがございました。プールを撤去して、緑の

ような形で体育館を建築いたします。 

また、真ん中の部分に校舎が北側に１棟から３棟あるわけですけど、

こちらについては、その下に黄色い仮設校舎とあるかと思いますけど、

これを建てた後、こちらの校舎も順次改修をしていくという形になり

ます。今回につきましては、この赤い今の体育館の代わりに新しい体

育館を建て、建て終わったらこの赤いところは取り壊して、全面を外

構工事として再整備をかけたいと思っています。 

以上で議案第16号の説明とさせていただきます。 

教育長 事務局の説明が終わりました。 

ご質問等はございますでしょうか。金田委員。 

金田委員 プールは夏使って、それでもう壊したのですか。 

教育総務課長 今年の夏は、童浦小学校についてはコパンのプールで水泳授業を行

っております。 

金田委員 そうなのですね。はい、分かりました。 

教育長 その他よろしかったでしょうか。 

では、ほかにご質問等もないようですので、お諮りいたします。 

議案第16号「市議会提出案件（童浦小学校屋内運動場改築工事請負

契約）に対する意見について」原案どおり可決することにご異議ござ

いませんか。 

 （異議なし） 

教育長 では、ご異議ないようですので、議案第16号につきましては、原案

どおり可決いたしました。 

次に、議案第17号「田原市立学校管理規則の一部を改正する規則に

ついて」を議題といたします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

学校教育課長 議案第17号でございます。田原市立学校管理規則の一部を改正する

規則について。 

田原市学校管理規則の一部を改正する規則を別紙のとおり定めるも

のとする。令和５年１月18日提出、教育長名でございます。 

提案の理由につきましては、議案の１枚目に書いてありますように、

愛知県が令和５年度から11月27日を愛知県民の日として制定し、11月
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21日から27日までの１週間を愛知ウィークとして、県民の日に関する

啓発や県民の日にふさわしい事業を実施することとなっております。 

そして、愛知県民の日を契機として、子どもたちが愛知への愛着や

誇りを持つことができるよう令和５年度、今年度より愛知ウィーク期

間中の平日の１日を県民の日学校ホリデーとして学校を休業日とする

ことになりました。そこで、田原市の県民の日学校ホリデーの日を指

定して、休業日とする規定の改正が必要となったためでございます。 

次のページにありますように、実際の規則につきましては、第７条

ただし書き中の第４号を第５号に改め、同条中第５号を第６号とし、

次にあります新たな第５号を加えるということになります。 

新たな第５号ですが、愛知県民の日条例に規定する機関の金曜日、

ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たると

きはその前日とするものであります。附則につきましては、この規則

については令和６年１月１日から施行するというものでございます。 

次のページに新旧対照表が添付してございます。新しく規定する休

業日として、先ほど申しました愛知県民条例の期間の金曜日とします

が、ただしその日が国民の祝日に関する法律に規定する祝日に当たる

ときは、その前日となります。つまり、11月23日の祝日と重なった場

合には、その前の日にするということでございます。 

以上です。 

教育長 事務局の説明が終わりました。 

ご質問等はございますでしょうか。 

来年度からということで、今年についてはどうなりますか。 

学校教育課長 今年度につきましては、11月27日月曜日ということになっておりま

す。これにつきましては、今年度まで土曜日に小学校の音楽会がある

ものですから、その関係で金曜日をお休みにしてしまうと、学校で準

備、練習等が十分できないということになりまして、今年度につきま

しては、27日月曜日になっておりますが、来年度以降、この形で実施

できたらということで提案しております。 

教育長 ご質問等ございましたらお願いします。 

ご質問等もないようですので、お諮りいたします。 

議案第17号「田原市立学校管理規則の一部を改正する規則について」

原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

教育長 では、ご異議ないようですので、議案第17号につきましては、原案

どおり可決いたしました。 

次に、議案第18「田原市文化財保護審議会委員の任命について」を

議題といたします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

文化財課長 議案の第18号をご覧ください。田原市文化財保護審議会委員の任命
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について、田原市文化財保護審議会委員を別紙のとおり任命するもの

とする。令和５年８月18日提出、教育長名でございます。 

提案理由でございます。 

田原市文化財保護審議会委員３名が任期満了となるため、新たに審

議会委員の任命をするものです。 

裏面になります。候補者の名簿がつけてございます。 

最初に、葉山茂生さん、田原市和地町に在住で、昭和23年生まれ、

専門分野は歴史と自然になります 

次に、伊藤博文さん、田原市若見町に在住で、昭和23年生まれ、専

門分野が地理学になります。 

次に、渡辺幸久さん、田原市高松町在住で、昭和34年生まれ、専門

分野は自然となります。 

いずれの３人の方につきましても、再任ということでございます。 

任期につきましては、令和５年10月１日から令和７年９月30日まで

ということになっております。 

以上です。よろしくお願いします。 

教育長 事務局の説明が終わりました。 

ご質問等はございますでしょうか。 

ご質問等もないようですので、お諮りいたします。 

議案第18「田原市文化財保護審議会委員の任命について」原案どお

り可決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

教育長 では、ご異議ないようですので、議案第18号につきましては、原案

どおり可決いたしました。 

  

教育長 続いて、報告事項に入りたいと思います。 

教育委員の皆様方の連絡報告事項を順次お願いいたしたいと思いま

す。 

太田委員からお願いいたします。 

太田委員 よろしくお願いいたします。 

前回の定例会から以後、２つの会議に出席をさせていただきました

ので、ご報告させていただきます。 

７月24日に東三河総合庁舎で、第１回東三河小中高特連携教育推進

協議会がありました。これは、小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校等が連携して東三河の教育の振興を図るという協議会でございま

す。 

本年度の事業内容等について協議されまして、特に穂の国未来セッ

ショント言いまして、中学校１、２年生と保護者を対象とした東三河

の高等学校の教育について啓発を図るものですが、ウェブ開催で行っ

ていくということが行われているようであります。 
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その他にもいろいろな事業内容についての協議が行われました。そ

の後の情報交換の中で、時習館高校で行われます中高一貫校の件です

とか、田原市内の高等学校も定員割れが起きいますが、少子化に伴う

高校の統廃合について等の意見が出されました。なかなか大きな問題

ですけれども、東三河の小中高特別支援学校が連携して、一枚岩でや

っていこうという、そのような組織の協議に参加させていただきまし

た。 

２点目は、８月３日に田原市の要保護児童対策地域協議会代表社会

議に出席をさせていただきました。 

この会議は、市内の児童虐待や非行によって要保護児童の事例があ

った場合に、早期の発見ですとか、適切な支援、保護を図る目的で設

置されている会議であります。東三河の児童相談所ですとか、保健所

ですとか、それから田原の警察、市内の医師会ですとか、教育委員会

等関係の方々が出席をしてお話をしました。 

その中で、昨年度のいろいろな状況報告等が行われましたが、特に

虐待については、市内では令和２年から４年までにかけて23件、33件、

43件と増加傾向にあるようですが、虐待の発見については、学校だと

か保育所で虐待について発見をした場合が多くなっているようであり

ます。これについては、市内の保育所だとか小中高等学校で教員だと

か職員を対象とした巡回講話等を行って、虐待を見る目やスキルを養

っていくというような、そういう取組をされているようですので、な

かなか地域のつながりが弱くなってきておりますけれども、やはりそ

ういう公的な機関で各家庭を見守っていくような、そういうことが今

必要になってきたのではないかなというように感じました。これは年

１回だけの会議ですので、他にも担当者の会議は毎月行われているの

ですが、私が出席する会議は年１回だけ行われて、昨年度の報告、今

年度の取組等のお話がありました。 

以上です。 

教育長 ありがとうございました。 

続きまして、金田委員お願いします。 

金田委員 自分は、７月30日の日に男女共同参画のフェスティバルがありまし

たが、その日は非常に忙しかったので、前日のフェスティバルの準備

だけ参加させてもらって、あとは欠席させていただきました。 

自分からは以上です。 

教育長 ありがとうございました。 

続きまして、髙崎委員お願いします。 

髙崎委員 私は、８月10日田原市総合計画の会議に出席をさせていただきまし

た。まず、その会議について申し上げたいと思います。 

赤十字の委員長さんがおっしゃっておりましたけれども、学校側か

らの依頼で、防災のお話をされるということがあって、以前に更生保
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護を一緒にさせていただいた関係で面識がありましたので、そういっ

たことでお話を違う立場でありながら共通するお話ができることはよ

かったかなと思っております。 

２番目に、最後にそれぞれの立場から意見を言うという機会がござ

いまして、ある、元先生の方が高校の部活動がなくなってからの放課

後について不安を覚えるということでおっしゃってみえました。この

ことについて、私が教育委員として申し上げたことを申し上げたいと

思います。 

まず、田原市の教育はすばらしいということを冒頭に申し上げまし

た。そして、田原市教育委員会といたしましては、今、皆さんで検討

して、切磋琢磨してこれからお子さんたちに教育をしていきたいとい

うことでご了承いただきたいということを申し上げました。 

次に、先ほど太田先生もおっしゃってみえましたけれども、高等学

校のことについて、これからどうしていったらいいかというご意見が

ございました。それについて、都市計画に詳しい大学の先生から、外

に出てどんどん、どんどん視野を広げることはやがて田原の財産にな

るのだからという意見もございまして、それについて私が申し上げた

のは、どちらのご意見もすばらしいし、正しいのではないかというこ

とを申し上げました。と申しますのは、田原市としてはふるさと教育

の一貫として、田原の子は田原で育てるということを念頭に考えてい

ます。そして、例えば自然環境がすばらしい、そして今ＩＣＴ教育で

文部科学省が言っている全国同じ教育を受けられるという点で、可能

性が田原市のお子さんはたくさんあるというようなことを申し上げま

した。 

また、私の反省点といたしましては、以前の会議からいろいろ感じ

ることがございまして、違う課の主催の会議でございますので、オブ

ラートに包んだような意見を申し上げたところ、勘違いもございまし

て、演技的にものを言うのではなく、会議の場では論理的に的確に伝

えることが最重要だなということを感じた次第です。 

次に、会議とは別になりますけれども、先ほどからトイレの水道の

自動化というようなことをおっしゃっていましたけれども、それにつ

いて私も前に伊良湖岬小学校に行ったときに思ったのですけれども、

これはセンサーが壊れたらどうなるのかなとか、私が職業体験をさせ

ていただいたときに、今、雑巾を絞ることを知らないお子さんがいら

っしゃったりとか、水道をひねることが当たり前でない生活にお子さ

んになっていくということに対して、私自身が危機感を覚えただけか

もしれませんけれども、そのことについて疑問を持ちながらお話を伺

っていました。 

最後になりますが、私本日ここに来るときにすくっとを通らせてい

ただいたり、あと午前中に滝頭に行ってきたりしたのですけれども、
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滝頭では、中学校の部活動で先生方が和気あいあいと生徒さんと話さ

れたり、通りますと生徒さんがあいさつをしてくださるのです。こう

した場面を拝見しまして、いろいろとジェネレーションギャップを考

えながら、そしてすくっとの中は、駐車場がいっぱいで、本当に冷房

が完備して、お子さんも保護者さんもいっぱいいらっしゃって、こう

したすばらしい環境があるということをすごくいいなということをほ

のぼのと感じながらここに参った次第です。 

以上です。 

教育長 ありがとうございました。 

最後に田中委員お願いします。 

田中委員 私は、７月27日と本日の午前中に田原市表彰審査委員会に出席して

きました。７名の委員の中で、女性は私だけでした。 

一般表彰と市政功労表彰の候補者を挙げてもらって審査をしたので

すが、市政功労表彰者の候補者には女性が１人もいなく、それは規定

内容によることも大きいかなと思いましたので、男女平等であるべき

かもしれませんが、規定内容を男女で女性を少し緩めていただいても

いいかなと思いました。 

市政20周年ということもあってか、たくさんの候補者がありました。

田原市は、たくさんのすばらしい方々に支えていただいているなと実

感しました。 

もう１件、委員とは関係ないかもしれませんが、最近ニュースで気

になったことがあったのでお伝えします。 

岐阜県恵那市で2026年に中学校の統合が計画されているそうですけ

ど、恵那市は自然豊かで山が多く、私は毎年秋になると栗きんとんを

買いに行くほど好きなのです。中学校の統合についてですけど、５校

が統合するということで、西にある中学校１校になり、８割の生徒が

スクールバスで通学するそうです。最も遠い地域の生徒は、バスで１

時間かかるそうで、山道が多く落石もあるそうで、車酔いしやすい生

徒は特に不安だろうなと思います。教員の方の通勤も大変になると思

うのです。統合によるメリットもたくさんあると思うんですけど、３

年後どうなるのかなと、ちょっと人ごとではないなと、田原市も人口

が減少傾向ですので、人ごとではないなと心配しています。 

４年前に福江中学校と伊良湖岬中学校が統合されるとき、スクール

バスの時間が早い、小学校のスクールバスの兼ね合いもあって、その

前の時間にバスが出発するということで問題になったそうですけど、

恵那市も住民と折り合いをつけてよい結果になるといいなと思ってい

ます。 

以上です。 

教育長 ありがとうございました。 

次に、報告事項（２）「教育委員会委員の任命について」事務局から
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報告をお願いします。 

教育部長 それではこれは私からお願いいたします。 

令和５年田原市議会第３回定例会決議案等という一覧表をご覧くだ

さい。本日は、告示でございまして、議会は８月31日初日をもって開

催されます。その中で、赤く囲まれました議案番号68でございます。 

今回、９月の市議会で人事案件といたしまして、教育委員さんの任

命という形で上程を議会にさせていただきたいと思います。議会で同

意を得られましたら、任期は10月１日から４年後の令和８年９月30日

ということになります。委員につきましては、現委員の髙崎佐智江さ

んに再任をお願いしたく市議会へ議案提出を予定しています。よろし

くお願いいたします。 

以上でございます。 

教育長 ただいまの事務局の説明について、ご質問等ございますでしょうか。 

ご質問もないようですので、報告事項（３）「損害賠償の額の決定及

び和解について」事務局から報告をお願いします 

学校教育課長 損害賠償の額の決定及び和解についてご説明申し上げます。 

処分内容をご覧ください。専決処分年月日は令和５年８月10日、相

手方は県道でしたので、道路管理者の県知事の大村秀章となっており

ます。損害賠償の額が３万3,000円となっております。 

令和５年４月22日午前11時50分頃、公用車のトラックで荷物を運ん

でおりまして、田原市浦町地内の市道から県道に左折しようとして出

ようとしたところ、公用車の左側側面を県道のガードレールに接触さ

せ、ガードレールを破損した事故について、今回、相手方に対して３

万3,000円の損害賠償金をガードレールの修理代として支払いするこ

とで和解が成立しましたので、地方自治法第180条第２項の規定によ

り、８月10日をもちまして専決処分としたものでございます。ガード

レールの損傷につきまして、相手方及び通行者に対しまして、大変ご

迷惑をおかけして、深く反省をしているとともに再発防止に向けて安

全運転、安全確認徹底を図ってまいりたいと思います。 

以上です。 

教育長 ただいま事務局の説明がありました。 

損害賠償の額の決定及び和解について、ご質問等ございますでしょ

うか。 

ご質問もないようですので、続きまして、報告事項（４）「小中学校

への寄附について」事務局から報告をお願いします。 

教育総務課長 それでは続いて、資料の令和５年度教育関係（小中学校）寄附一覧

をご覧ください。 

10番目の項目でございます。 

先ほどこれにつきましては、ご説明してありますが。令和５年８月

３日に故山本一郎さんから福江小学校に児童に役立てるためにという
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ことで１億円をいただいております。 

以上でございます。 

 ただいま事務局の説明がありました。 

小中学校への寄附について、ご質問等ございますでしょうか。 

ご質問もないようですので、以上で報告事項を終わります。 

  

教育長 次にその他ですが、事務局から何かございますでしょうか。 

図書館から資料がありますのでお願いします。 

 図書館の昨年度の事業年報とそれからたはらとLeafというイベント

が掲載されている冊子についてお配りさせていただきました。また、

後でご覧いただければと思います。 

教育長 教育総務課での行事予定をよろしくお願いします。 

教育総務課長 日程案の資料をご覧ください。 

共通事項としては、教育委員会定例会ですが、今日が８月18日です

が、次回の９月は22日を予定しております。さらにその次の10月は24

日の火曜日になりますが、でご予定をお願いいたします。 

教育長 関連行事でその他はよろしいですか。 

スポーツ課長 今日、会議が始まる前にお手元のほうに伊良湖トライアスロン2023

のＴシャツ、帽子、プログラム等をお配りさせていただきました。今

年度、スタッフは水色ということで、こちらのカラーで行きたいと思

います。また、天気がよく、実施できるように祈っておりますので、

ご協力よろしくお願いいたします。 

教育長 事務局から他にありますか。 

学校教育課長 Ａ４の資料を配らせていただきました。避難情報を踏まえて学校の

対応についてということでございます。 

これまで暴風警報につきましては、例えば学校でありますと休校日

となり、授業は行いません。台風等でありますと、ある程度進路も含

めて予想ができております。 

それに対し、大雨につきまして、これまで各学校の危機管理マニュ

アルに沿って、あるいは教育委員会や隣接の学校と連携を取って対応

を決めてきたということでございますが、６月２日の大雨の課題から、

ある程度判断基準を明確にする必要があるということで、このプリン

トのようなもの、大雨のもたらす洪水、土砂災害、高潮それらの場合

の避難情報（警戒レベル）を踏まえた学校の対応についてということ

で、このようなプリントを用意して、各学校、それから保護者の皆様

に配布することといたしました。 

内容につきましては、警戒レベル３で校区に高齢者等避難が発令さ

れていない場合、この場合は通常に授業を行います。それから、警戒

レベル３で校区に高齢者等避難が発令されている場合、これにつきま

しては休校、あるいは授業中でございましたら校内にとめおき、それ
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から引き渡し下校、集団下校などの下校をさせる。 

それから警戒レベル４の場合、避難指示が発令された場合につきま

しては、臨時休校それから授業を行っている場合につきましては、屋

内での安全確保、学校にとめおき、それから引き渡し下校、集団下校

といったことで、大雨の警戒レベルに対応した基準を策定しまして、

各学校、保護者に通知したいと考えておりますのでよろしくお願いし

ます。 

以上です。 

教育長 今の件につきまして、何かございますか。 

太田委員 質問をお願いします。 

まず一つは、高齢者等避難の発令について、校区ごとに出されると

いうことですね。 

学校教育課長 何町というような出され方があったり、それから何々校区という場

合もあります。それを市のホームページ、それから田原市安心安全ほ

っとメール等で確認することになります。何町と出た場合、それは自

分の学校の校区なのかそうでないのかということになったり、何々地

区とか、何々校区という形で、その出され方にはいろいろあるのです

が、それを確認していただくのはもちろん各家庭であります。学校も

それを確認した上で各家庭にメール配信をするということで、保護者

が見て勝手にやってくださいということではく、保護者は保護者でも

ちろん確認はするのですけど、学校としても確認をして、こうですよ

という情報を家庭に配信するということです。 

太田委員 もう１点は、登校後については学校で一括して対応できると思うの

ですが、登校前については連絡については、メールで連絡するだけで

すか。 

学校教育課長 そうですね、メール配信を行います。 

太田委員 それで全部カバーできるということですか。 

学校教育課長 学校では、メールが登録されていない家庭等を把握しているもので

すから、その場合は直接電話をしてカバーしております。 

太田委員 分かりました。 

教育長 この件についてはよろしかったでしょうか。 

そのほか事務局からありますか。 

教育総務課長 すみません、最後にもう１点お願いします。 

学校の牛乳の関係でございます。この９月２学期から瓶から紙パッ

クに変わるということで、東三河４市が全てこれで紙パックに変わる

ということになります。 

また、リサイクル等についても、順次行っていきますので、ご承知

おきいただきたいと思います。 

教育長 事務局かその他よかったでしょうか。 

特にないようですので、委員の皆さんから何かございましたらお願
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いします。 

ないようですので、以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 

これをもちまして、田原市教育委員会台８回定例会を閉会とさせて

いただきます。 

ありがとうございました。 

 閉  会    午後３時40分 
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